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令和２年度 11月「過重労働解消キャンペーン」の 

重点監督の実施結果を公表 

 

広島労働局（局長 阿部 充）は、このたび、昨年 11月に実施した「過重労働解消キ

ャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめましたので、公表します。 

平成 31 年４月１日から、長時間労働の抑制を図るため、時間外労働の上限（※）を

設けるなどの労働基準法の改正を始めとする働き方改革を推進するための関係法律の

整備に関する法律（平成 30年法律第 71号）が順次施行されています。 
 
 今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業

場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑わ

れる 180事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、違法な時間外労働等の

労働基準関係法令違反が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導

を行いました。厚生労働省では今後も、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っ

ていきます。 

【重点監督結果のポイント】 

⑴ 監督指導の実施事業場：                           180 事業場  
⑵ 主な違反内容［(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場］  
①  違法な時間外労働があったもの：            39 事業場（21.7％）  

   うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が 
月 80時間を超えるもの：          8事業場（20.5％） 
うち、月 100時間を超えるもの：        4事業場（10.3％） 
うち、月 150時間を超えるもの：           0事業場（ 0.0％） 
うち、月 200時間を超えるもの：        0事業場（ 0.0％）  

②  賃金不払残業があったもの：           7 事業場（ 3.9％）  
③  過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの：      38 事業場 （21.1％）  

⑶ 主な健康障害防止に係る指導の状況［(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］  
①  過重労働による健康障害防止措置が 

不十分なため改善を指導したもの：           71 事業場 （39.4％）   
②  労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの：      30 事業場（16.7％） 

 
 
 
（※）施行に当たっては、経過措置が設けられており、時間外労働の上限規制に関する規定の中小企業等への適用は、原則として、   
  令和２年４月１日から施行されています。 
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課       長  横山 鉄幸 

特別司法監督官  坂根 紀雄 
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１　法違反の状況（是正勧告書を交付したもの）

○

表１　監督指導実施事業場数

（注１） 主な業種を計上しているため、合計数とは一致しない。

（注２） かっこ内は、監督指導実施事業場数に対する割合である。

（注３）

（注４） 労働基準法第37条違反〔割増賃金〕のうち、賃金不払残業の件数を計上している〔計算誤り等は含まない。〕。

（注５）

（注６） 「その他の事業」とは、派遣業、警備業、情報処理サービス業等をいう。

表３　企業規模別の監督指導実施事業場数

(25.6%)

100～299人 300人以上

180
40 32 12 14 36 46

(22.2%)

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人

(17.8%) (6.7%) (7.8%) (20.0%)

180
66 69 15 10 14 6

(36.7%) (38.3%) (8.3%) (5.6%) (7.8%) (3.3%)

表２　事業場規模別の監督指導実施事業場数

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人

0 2
(6.7%) (58.3%)

労働基準法第32条違反〔36協定なく時間外労働を行わせていること、36協定が無効なこと又は36協定で定める限度時間を超えて
時間外労働を行わせていることにより違法な時間外労働があったもの。〕、労働基準法第36条第６項違反（時間外労働の上限規
制）等の件数を計上している。

労働安全衛生法第18条違反〔衛生委員会を設置していないもの等。〕、労働安全衛生法第66条違反〔健康診断を行っていないも
の。〕、労働安全衛生法第66条の８違反〔１月当たり80時間を超える時間外・休日労働を行った労働者から、医師による面接指
導の申出があったにもかかわらず、面接指導を実施していないもの。〕、労働安全衛生法第66条の８の３違反〔客観的な方法そ
の他の適切な方法により労働時間の状況を把握していないもの。〕等の件数を計上している。

100～299人 300人以上

主
な
業
種

その他の事業
（注６）

12 7
1

接客娯楽業
8 8

4 0 2
(4.4%) (100.0%)

0 2
(5.6%) (80.0%)

商業
57 45

13 2 23

運輸交通業
10 8

4

(31.7%) (78.9%)

4 4
(26.7%) (75.0%)

建設業
16 10

2 1 2

製造業
48 36

10

(8.9%) (62.5%)

合計
180 136 39 7 38

（100.0%） (75.6%) (21.7%) (3.9%) (21.1%)

別添１

令和２年度「過重労働解消キャンペーン」の監督実施結果

　監督指導実施状況

　令和２年度過重労働解消キャンペーン（11月）の間に、180事業場に対し監督指導を
実施し、136事業場（全体の75.6％）で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違
反としては、違法な時間外労働があったものが39事業場、賃金不払残業があったものが
7事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが38事業場であった。

監督指導実施
事業場数
（注１）

労働基準関係法令違
反があった事業場数

（注２）

主な違反事項別事業場数

労働時間 賃金不払残業 健康障害防止措置

（注３） （注４） （注５）



２　主な健康障害防止に関する指導状況（指導票を交付したもの）

(1)

表４　過重労働による健康障害防止のための指導状況

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

(2) 　労働時間の適正な把握に関する指導状況

表５　労働時間の適正な把握に関する指導状況

（注１）

（注２）

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。

各項目のかっこ内は、それぞれの指導項目が、労働時間適正把握ガイドラインのどの項目に基づくものであるかを示している。

適正な申告の阻
害要因の排除
（ガイドライン

４(3)ｵ）

30 21 0 9 0

指導事業場数

指導事項（注１）

始業・終業時刻
の確認・記録
（ガイドライン

４(1)）

自己申告制による場合

管理者の職務
（ガイドライン

４(6)）

労使協議組織の
活用（ガイドラ
イン４(7)）

自己申告制の説
明（ガイドライ
ン４(3)ｱ・ｲ）

実態調査の実施
（ガイドライン
４(3)ｳ・ｴ）

0 0

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。なお、「月45時間以内への削減」と「月80時間以内への削減」は重複して
いない。

１か月80時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者について、面接指導等の必要な措置を実施するよう努めることなど
を指導した事業場数を計上している。

「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」について、①常時50人以上の労働
者を使用する事業場の場合には衛生委員会で調査審議を行うこと、②常時50人未満の労働者を使用する事業場の場合には、労働
安全衛生規則第23条の２に基づく関係労働者の意見を聴くための機会等を利用して、関係労働者の意見を聴取することを指導し
た事業場数を計上している。

時間外・休日労働時間を１か月当たり45時間以内とするよう削減に努め、そのための具体的方策を検討し、その結果、講ずるこ
ととした方策の着実な実施に努めることを指導した事業場数を計上している。

医師による面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにするための仕組み等を予め定めることな
どを指導した事業場数を計上している。

　監督指導を実施した事業場のうち、30事業場に対して、労働時間の把握が不適正であ
るため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に
関するガイドライン」（以下「労働時間適正把握ガイドライン」という。）に適合する
よう指導した。

ストレスチェッ
ク制度を含むメ
ンタルヘルス対
策に関する調査
審議の実施

71 2 9 54 16 9 4

　監督指導を実施した事業場のうち、71事業場に対して、長時間労働を行った労働者に
対する医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導し
た。

指導事業場数

指導事項（注１）

面接指導等の
実施（注２）

長時間労働によ
る健康障害防止
対策に関する調
査審議の実施
（注３）

月45時間以内
への削減
（注４）

月80時間以内
への削減

面接指導等が実施
できる仕組みの

整備等
（注５）

　過重労働による健康障害防止のための指導状況



３　監督指導により把握した実態

(1)

表６　時間外・休日労働時間が最長の者の実績（労働時間違反事業場に限る）

(2)

表７　監督指導実施事業場における労働時間の管理方法

（注１） 労働時間適正把握ガイドラインに定める始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法を指す。

（注２） 監督対象事業場において、部署等によって異なる労働時間の管理方法を採用している場合、複数に計上している。

（注３） 労働時間適正把握ガイドラインに基づき、自己申告制が導入されている事業場を含む。

180 39 31 8 4 0 0

45

　労働時間の管理方法

　監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、34事業
場で使用者が自ら現認することにより確認し、54事業場でタイムカードを基礎に確認
し、34事業場でICカード、IDカードを基礎に確認し、45事業場で自己申告制により確認
し、始業・終業時刻等を記録していた。

原則的な方法（注１）
自己申告制

（注２）（注３）使用者が自ら現認
（注２）

タイムカードを基礎
（注２）

ICカード、IDカードを
基礎（注２）

PCの使用時間の記録を
基礎（注２）

34 54 34 16

　時間外・休日労働時間が最長の者の実績

　監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった39事業場において、時間外・休
日労働が最長の者を確認したところ、8事業場で１か月80時間を、うち4事業場で１か月
100時間をを超えていた。

200時間超

監督指導実
施事業場数

労働時間違
反事業場数 80時間以下 80時間超 100時間超 150時間超



 

 

 

【参考】 前年同期における監督指導結果 

前年同期の監督指導結果は以下のとおり。 

 
令和２年 

11月 

令和元年 

11月 

監督指導の

実施事業場 

監督実施事業場 180 294 

  うち、労働基準法などの法令違反あり 
136 

（75.6%） 

232 

（78.9%） 

主
な
違
反
内
容 

１ 違法な時間外労働があったもの 
39 

（21.7%） 

131

（44.6%） 

  

うち、時

間外・休

日労働の

実績が最

も長い労

働者の時

間数が 

１か月当たり 80時間を超えるもの 
8 

（20.5%） 

42 

（32.1%） 

１か月当たり 100時間を超えるもの 
4 

（10.3%） 

26 

（19.8%） 

１か月当たり 150時間を超えるもの 
0 

（0.0%） 

5 

（3.8%） 

１か月当たり 200時間を超えるもの 
0 

（0.0%） 

0 

（0.0%） 

２ 賃金不払残業があったもの 
7 

（3.9%） 

18 

（6.1%） 

３ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 
     38 

（21.1%） 

55 

（18.7%） 

主な健康障

害防止に関

する指導の

状況 

１ 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの 
71 

（39.4%） 

146 

（49.7%） 

  うち、時間外労働を 80時間以内に削減するよう指導したもの 
16 

（8.9%） 

55 

（18.7%） 

２ 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの 
30 

（16.7％） 

66 

（22.4%） 

 
 

 



事例１
(運輸交通業)

１ 監督署に寄せられた情報から時間外・休日労働が１か月当たり80時

間を超えていると考えられる事業場に対し、立入調査を実施した。

２ 労働者１名について、１か月80時間を超える時間外・休日労働が認

められ、36協定で定めた上限時間（特別条項：月73時間）を超える違

法な時間外・休日労働（最長：月128時間）が認められた。

３ 賃金台帳に労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数の記載

がなかった。

立入調査において把握した事実 と 労働基準監督署の対応

１ 労働者１名について、36協定で定めた上限時間（特別条項１か月73時間）を超える128時間の時
間外・休日労働が認められた。

２ 賃金台帳に労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数の記載がなかった。

監 督 指 導 事 例

労働基準監督署の対応

①36協定で定める上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたことについて是正勧告（労働基

準法第32条違反）

②時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指導

（参考資料１、２参照）

労働基準監督署の対応

賃金台帳に労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数が記載されていなかったことについて

是正勧告（労働基準法第108条）

①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正

に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効に

なり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。

時間外労働の上限規制（労働基準法第36条第６項第２、３号）

平成31年４月１日に改正労働基準法が施行され、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間、

年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなりました。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも
・時間外労働･･･年720時間以内
・時間外労働＋休日労働･･･月100時間未満、２～６か月平均80時間以内

とする必要があります。

法定労働時間
１日８時間
１週40時間

法律による上限
(特別条項/年６か月まで)
年720時間
複数月平均80時間※

月100時間未満※ ※休日労働を含む
法律による上限
（限度時間の原則）

月45時間
年360時間

＊１年単位の変形
労働時間制の場合
月42時間、年320時間

♦以下の事業・業務は、令和６年３
月31日まで上限規制の適用が猶予
されます。

・建設事業 ・自動車運転の業務

・医師

・鹿児島・沖縄砂糖製造業（複数月平均

80時間以内、月100時間未満のみが猶予の対象とな

ります。）

♦新技術・新商品などの研究開発業
務については、上限規制の適用が
除外されています。

別添２



事例2
（商業）

１ 長時間労働を行っているとの労働者からの情報により、中小企業の

事業場に対し、立入調査を実施した。

２ 労働者１人について、36協定を労働者代表との間で締結し、所轄の

労働基準監督署に届け出ることなく、１か月最大114時間の時間外・

休日労働が認められた。

３ １年に１回の定期健康診断を実施していなかった。

４ １年以内に5日以上の年次有給休暇を与えていなかった。

５ １か月80時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者に対し

て、医師による面接指導を実施する制度が導入されていなかった。

立入調査において把握した事実 と 労働基準監督署の対応

１ 労働者１人について、36協定を労働者代表との間に締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ること
なく、1か月最大114時間の時間外・休日労働が認められた。

２ １年に１回の定期健康診断を実施していなかった。

３ １年以内に5日以上の年次有給休暇を与えていなかった。

４ １か月80時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者に対して、医師による面接指導を実施
する制度が導入されていなかった。

監 督 指 導 事 例
別添２

労働基準監督署の対応
①36協定を締結することなく、時間外・休日労働を行わせたことについて是正勧告（労働基準

法第32条違反）（参考資料１、２参照）

②法定以上の休憩時間が確保されていなかったことから是正勧告（労働基準法第34条違反）

労働基準監督署の対応
常時使用する労働者に対して１年以内に１回、定期に健康診断を実施していないことについて

是正勧告（労働安全衛生法第66条違反）

労働基準監督署の対応
１年以内に５日以上の年次有給休暇を与えていなかったことから是正勧告（労基法第39条第7

項）（参考資料3参照）

労働基準監督署の対応
面接指導等の実施及び必要な措置について指導（参考資料４参照）



2021/4/12020/12/22

公布日 施行日

新様式

旧様式

新様式？旧様式？

新様式により届け出ることもできます。

※施行日までの間であっても、押印又は署名がなくとも提出することができます。
※施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。(裏面を参照)

旧様式

2021年４月から 36協定届の様式が新しくなります

36協定届における押印・署名の廃止

➢ 労働基準監督署に届け出る36協定届について、
使用者の押印及び署名が不要となります。

36協定届が新しくなります

☞ 36協定届の電子申請はこちら☞ そのまま出せる36協定届を作成☞ 36協定届様式のダウンロード

36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項！

※時間外・休日労働に関する協定届

※記名はしていただく必要があります。

過半数代表者の選任にあたっての留意事項！
✓管理監督者でないこと
✓36協定を締結する者を選出することを明らかに
した上で、投票、挙手等の方法で選出すること

✓使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

労働基準監督署

④労働者に周知

① 労働者代表と使用者で合意のうえ、36協定（労使協定）を締結

② 36協定（労使協定）の内容を36協定届（様式第９号等）に記入

③ 36協定届を労働基準監督署に届出

時間外・休日労働が生じるときはどうすればいいの？Ｑ

④ 常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付等の方法により、労働者に周知

労働者代表 使用者

①合意のうえ、締結

36協定

（労使協定）

③36協定届を届出

②36協定（労使協定）の
内容を36協定届に記入

電子申請による
届出が可能

36協定届

36協定の協定当事者に関する
チェックボックスの新設

➢ 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表(※)に
ついてのチェックボックスが新設されます。

※労働者代表：事業場における過半数労働組合又は過半数代表者

新様式？旧様式？

※施行日までの間であっても、押印又は署名がなくとも届け出ることができます。
※施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。(裏面を参照)

2020/12/21 2021/3/31 2021/4/12020/12/22

公布日 施行日

新様式

旧様式 旧様式

新様式により届け出ることもできます。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

✓労使で合意したうえで労使双方の合意が
なされたことが明らかとなるような方法

（記名押印又は署名など）により36協定を
締結すること

（2020.12）

sakanenr
フリーテキスト
（参考資料１）



労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、労使当事
者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。

なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法
第５条に基づく安全配慮義務を負います。

事業場（工場、支店、営業所
等）ごとに協定してください。

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

この協定が有効と
なる期間を定めて
ください。１年間
とすることが望ま
しいです。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

事由は具体的に
定めてください。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１年間の上限時間
を計算する際の起
算日を記載してく
ださい。その１年
間においては協定
の有効期間にかか
わらず、起算日は
同一の日である必
要があります。

１日の法定労働時間を超え
る時間数を定めてください。

１か月の法定労働時間を超える時間数を定めてく
ださい。①は45時間以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時間を超える時間数を
定めてください。①は360時間以内、
②は320時間以内です。

時間外労働と法定
休日労働を合計し
た時間数は、月
100時間未満、２
～６か月平均80
時間以内でなけれ
ばいけません。こ
れを労使で確認の
上、必ずチェック
を入れてください。
チェックボックス
にチェックがない
場合には、有効な
協定届とはなりま
せん。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

検査課主任
山田花子

工場長

田中太郎

管理監督者は労働者代表にはなれません。

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

○ ○

土日祝日

土日祝日

協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印などが必要です。

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

表面

３６協定届の記載例
（様式第９号（第16条第１項関係））

◆３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出てください。 ◆３６協定の届出は電子申請でも行うことができます。
３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。 ◆（任意）の欄は、記載しなくても構いません。
その場合には、記名押印又は署名など労使双方の合意があることが明らかとなるような方法により締結することが必要です。必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

旧様式で届け出る場合は、点線枠内の記載を余白
に追記するか、点線枠内の記載を転記した紙を添
付してください。

協定書を兼ねる場合には、使用者の
署名又は記名・押印などが必要です。

労働者の過半数
で組織する労働
組合が無い場合
には、３６協定
の締結をする者
を選ぶことを明
確にした上で、
投票・挙手等の
方法で労働者の
過半数代表者を
選出し、選出方
法を記載してく
ださい。
使用者による指
名や、使用者の
意向に基づく選
出は認められま
せん。
チェックボック
スにチェックが
ない場合には、
形式上の要件に
適合している協
定届とはなりま
せん。
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労働者が 法律の上限を超える時間（※） 働く場合には、

あらかじめ「時間外・休⽇労働に関する協定（36協

定）」が必要です。

2020年４⽉から、36協定で定めることができる時間外

労働時間に制限（時間外労働の上限規制）ができます。

さらに詳しく知りたい方はこちら

時間外労働の上限規制の具体的な内容

法定労働時間
１⽇８時間

１週40時間

法律による上限
(特別条項/年６か月まで)
年720時間

複数⽉平均80時間＊

⽉100時間未満＊ ＊休⽇労働を含む法律による上限
（限度時間の原則）

⽉45時間

年360時間
※１年単位の変形

労働時間制の場合

月42時間、年320時間

♦以下の事業・業務は、2024年３⽉31⽇

まで上限規制の適用が猶予されます。

・建設事業 ・自動⾞運転の業務

・医師

・⿅児島・沖縄砂糖製造業（複数⽉平均80時間

以内、⽉100時間未満のみが猶予の対象となります。）

♦新技術・新商品などの研究開発業務に

ついては、上限規制の適用が除外され

ています。

ポイント

原則 …１週:40時間､１日:８時間

例外※ …１週:44時間､１日:８時間

※労働者10人未満の商業、映画・演劇業（映画の製作

の事業を除く）、保健衛生業、接客娯楽業

過半数組合や過半数代表者と

時間外労働の上限規制の範囲

内で36協定を締結し、所轄の

労働基準監督署に届け出る必

要があります。

労働時間の上限（法定労働時間）

毎週１回または４週を通じて４日以上
（午前０時〜午後12時の１暦日の休み）

休日の最低基準（法定休日）

（※）法律の上限を超える時間 とは

特に新しい対応はありません。超えない

超える

うちは今までも36協定を結

んでいたけど、「月45時間」

「年360時間」までと定めてい

るから、今すぐ見直す必要

はないんだね。

時間外労働の上限規制って何？

ウチの会社も⾒直す必要がある？

時間外労働の上限規制に関する

解説用パンフレットをご用意しています。

sakanenr
フリーテキスト
（参考資料２）

sakanenr
四角
ここにメモを書いてください。



臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の事由については、できる限

り具体的に定めなければなりません。「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを

得ない場合」など、恒常的な⻑時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

「１⽇」「１か月」「１年」について、時間外労働の限度を定めてください。
Point

１

 「１⽇」「１か⽉」「１年」のそれぞれの時間外労働の限度を定める必要があります。

協定期間の「起算⽇」を定める必要があります。
Point

２

 １年の上限について算定するために、協定期間の「起算⽇」を定める必要があります。

36協定の締結に当たって注意すべき４つのポイント

時間外労働と休⽇労働の合計は、月100時間未満、２〜６か月平均80時間
以内にすることを協定で定める必要があります。

Point

３

 36協定では「１⽇」「１か⽉」「１年」の時間外労働の上限時間を定めます。この上限時間

内で労働をさせた場合であっても、実際の時間外労働と休⽇労働の合計が、⽉100時間以上

または２〜６か⽉平均80時間超となった場合には、法違反となります。

 このため、時間外労働と休⽇労働の合計を⽉100時間未満、２〜６か⽉平均80時間以内とす

ることを、協定で定める必要があります。36協定届の新しい様式では、この点について労使

で合意したことを確認するためのチェックボックスが設けられています。

限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある
場合」に限ります。

Point

４

 限度時間（⽉45時間・年360時間）を超える時間外労働を⾏わせることができるのは、通常予

⾒することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限ります。

（臨時的に必要がある場合の例）

・予算、決算業務 ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ・納期のひっ迫 ・大規模なクレームへの対応

・機械のトラブルへの対応

！

過半数代表者の選任

 36協定の締結を⾏う労働者の代表は、労働者（パートやアルバイトなども含む）の過半数で組織す

る労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する方（過半数代表者）が⾏う必要があります。

 過半数代表者の選任に当たっては、以下の点に留意する必要があります。

 管理監督者でないこと

 36協定を締結する⼈を選出することを明らかにした上で、投票・挙手などの方法で選出する

 使用者の意向に基づいて選出された⼈でないこと（※）
（※）会社による指名や、社員親睦会の代表が自動的に選出されることなどは不適切な選出となります。

 使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に遂⾏できるよう、必要な配慮（※）を⾏わ

なければなりません。
（※）事務機器（イントラネットや社内メールも含む）や事務スペースの提供など
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sakanenr
四角
ここにメモを書いてください。

sakanenr
四角
ここにメモを書いてください。



法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日に
ついて、使用者が年次有給休暇として時季指定すること。

会社が独自に設けている有給の特別休暇＊を労働日に変更し、
当該労働日について、使用者が年次有給休暇として時季指定す
ること。
＊法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されるものを除く。以下「特別休暇」という。

今回の改正を契機に当該特別休暇を廃止し、年次有給休暇に振り替
えることは、法改正の趣旨に沿いません。また、特別休暇などの労働
条件の変更は労働者と使用者が合意して行うことが原則です。
（労働条件の変更については裏面をご覧ください）

実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましく
ありません。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

ご不明の点などがございましたら、最寄りの都道府県労働局または
労働基準監督署にお問い合わせください。

※ 特別休暇を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年５日の
年次有給休暇から控除することはできません。

平成31年４月１日から改正労働基準法が施行され、
年次有給休暇の年５日の時季指定が義務化されました。

事業主の皆さまへ

注意！ 以下のような取扱いは、望ましくありません

sakanenr
フリーテキスト
ここにメモを書いてください。

sakanenr
フリーテキスト
（参考資料３）



労働条件の変更を検討されている事業主の皆さまへ

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

【参照条文】
○労働契約法（平成19年法律第128号）
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
２～５ （略）
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容で
ある労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、か
つ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内
容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者
及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当
する場合を除き、この限りでない。

○労働基準法（昭和22年法律第49号）
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場
合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
の意見を聴かなければならない。
２ 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

労働条件を変更する際には、法令などで定められた手続きなどを遵守の上、
事前に労使間で、十分に話し合いなどをすることが必要です。

労働契約の変更は、労働者と使用者が合意して行うことが原則です。
そのため、労働者と使用者が合意すれば、労働条件を変更することができます。
（労働契約法第３条、第８条）

② 労働者に変更後の就業規則を周知させること。

合意による労働条件の変更

就業規則による労働条件の変更

■参考：労働契約法
労働契約法は、労働契約の基本的なルールを定めています。罰則はありませんが、解雇などに
関して、民法の権利濫用法理を当てはめた場合の判断の基準などを規定しており、私法上の
効果を明確化するものです。民事裁判や労働審判は、労働契約法の規定を踏まえて行われます。

就業規則の作成や変更に当たっては、事業

場に、労働者の過半数で組織する労働組合

がある場合はその労働組合、労働者の過半
数で組織する労働組合がない場合は労働者

の過半数を代表する者の意見を聴かなけれ

ばなりません。（労働基準法第90条）

使用者は、労働者の合意を得ることなく、一方的に就業規則を変更して、労働者の
労働条件を不利益に変更することはできません。ただし、次の要件をいずれも満たせ
ば、使用者は、就業規則の変更によって労働条件を変更することができます。
（労働契約法第９条、第10条）

① その変更が、以下の事情などに照らして合理的なものであること。

労働者の受ける不利益の程度

労働条件の変更の必要性

変更後の就業規則の内容の相当性

労働組合などとの交渉の状況



事業者が全ての労働者（管理監督者やみなし労働時間制の対象労働者も含む。ただし、高度プロフェッショナル制度適用
労働者は除く。）の労働時間の状況を把握 ≪ガイドライン→法律≫

事業者が産業医に時間外・休日労働時間80h/
月超の労働者の情報を提供≪省令→法律≫

産業医が情報を元に労働者に面接指導の申出を勧奨することができる ≪省令≫

残業時間80h/月超の労働者が事業者に面接指導の申出 ≪省令≫

事業者が産業医等による面接指導を実施 ≪法律≫

事業者が産業医等から労働者の措置等に関する意見を聴く ≪法律≫

事業者が産業医等の意見を踏まえて必要な措置を講じる ≪法律≫

産業医が労働者の健康を確保するために必要があると認める場合は事業者に勧告 ≪法律≫

事業者が産業医の勧告内容を衛生委員会に報告 ≪法律≫

事業者が産業医に措置内容を情報提供 ≪法律≫

※面接指導の対象となる時間外・休日労働時間の基準を100h/月超から80h/月超に強化

※面接指導の対象となる残業時間の基準を100h/月超から80h/月超に強化

産業医が勧告を行う場合は事業者から意見を求める ≪省令≫

長時間労働者に対する面接指導等の流れについて

事業者は時間外・休日労働時間80h/月超の
労働者本人へ通知≪省令≫

参考資料４




